
 
 

           訪問看護料金表 【 介護保険 】 

              ハートケア鎌倉訪問看護ステーション 

（１） 訪問看護の利用料             1 単位：11.05 円（鎌倉市 3 級地） 

【 基本部分 】 ＜保健師、看護師が行う訪問看護＞     （令和 6 年 6 月 1 日～） 

サービスの内容 

      

１回あたりの所要時間 

  基本単位  

※（注１）参照 

利用者負担金  ※（注２）参照 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分未満 ３１４単位 ３４７円 ６９４円 １,０４１円 

２０分以上３０分未満 ４７１単位 ５２０円 １,０４１円 １,５６２円 

３０分以上１時間未満 ８２３単位 ９１０円 １,８１９円 ２,７２９円 

１時間以上１時間３０分未満  １１２８単位 １,２４７円 ２,４９３円 ３,７４０円 

★准看護師がサービスを提供する場合は、すべての単位数 × 90％になります。 

               

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された 

場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新 

しい基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用す 

る場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

（２）介護予防訪問看護の利用料   

【 基本部分 】 ＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 

      

１回あたりの所要時間 

基本単位 

※（注１）参照 

利用者負担金  ※（注2）参照  

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分未満 ３０３単位 ３３５円 ６７０円 １,００５円 

２０分以上３０分未満 ４５１単位 ４９８円 ９９７円 １,４９５円 

３０分以上１時間未満 ７９４単位 ８７７円 １,７５５円 ２,６３２円 

１時間以上１時間３０分未満 １０９０単位  １,２０４円 ２,４０９円 ３,６１４円 

★准看護師がサービスを提供する場合は、すべての単位数 × 90％になります。 

            

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい

基本利用料を書面でお知らせします。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する

場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 


